
そよかぜ 

    

（公財）みずほ教育福祉財団「ボランティア活動資金助成事業」について 

少子高齢化社会が進展するなか、人々の生活の基盤としての地域の重要性が一層高まっており、住民

がつながり支え合う取り組みが求められています。                              

そこで、共に生きる地域づくりにつながるボランティア活動（特に、高齢者や障がい児者の支援に係るボラ

ンティア活動、及び、子ども食堂等の子どもの居場所づくりに係るボランティア活動）に対して、必要とな

る資金を助成します。 

 

                             

高齢者、障がい児者の支援に係る 

ボランティア活動 

子ども食堂等の子どもの居場所づくり

に係るボランティア活動  

助成金額 ５～１５万円 

助成期間 令和７年８月～令和８年１月 

 

 

 

 

助成対象となる経費 

 

 

 

 

 

★備品購入費（必須）  

（パソコン、ユニフォーム、レクリエーシ

ョン用具、健康器具、学習教材等） 

継続的に使用する物品・用具等 

★印刷製本費 

（ポスター、パンフレット、チラシ作成

費用等） 

＊飲食費及び食材については対象

外となります。 

★その他、本法人が認めるもの 

★備品購入費（必須） 

（調理器具、遊具類、学習教材、

エプロン、ユニフォーム、掃除機等） 

継続的に使用する物品・用具等 

★食材：上限５万円 

      且つ事業費支出の 50％以内 

★印刷製本費 

（ポスター、パンフレット、チラシ作成

費用等） 

★その他、本法人が認めるもの 

提出期限 

令和７年５月２３日（金）必着 

都道府県・市町村社会福祉協議会、あるいは行政からの推薦が必要となり

ます。＊なお、和歌山県社会福祉協議会の推薦を希望されるグループにつき

ましては、５月９日（金）を締切とさせていただきます。 

応募要領・申請書に 

ついて 

応募要領・申請書は、下記ホームページよりダウンロードできます。 

ホームページ：http://www.mizuho-ewf.or.jp 

問合せ先 

公益財団法人 みずほ教育福祉財団 福祉事業部 

E メール：fjp36105@nifty.com  

TEL:03-5288-5903、FAX:03-5288-3132                           
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収集ボランティアへの

ご協力ありがとう 

ございました 

 

グループあかり メンバー募集！！ 
  日赤のボランティアグループのひとつである私たちは、視覚や発達に障がいのある 

 子どもたちが楽しめる布の絵本や遊具などを手作りして、盲学校や施設、図書館に 

 届けています。絵や手芸が得意な人もそうでない人も、楽しくおしゃべりしながらみん 

なで作っています。 
              

毎週金曜日 １０時～１５時まで 

日赤会館（和歌山市吹上）２階 ボランティア調整室 
 

問い合わせ：和歌山県障害者支援赤十字奉仕団 

             グループあかり 

             代表 榎（えのき） ０９０-９７０６-３１３６                                                                             

 
 

<ボランティア保険 保険金請求手続きの流れ>    

ボランティア活動中、あるいは往復途上でケガをした時 
① 事故報告書を記入・作成し、社会福祉協議会へ提出をお願いします。 

事故報告書の様式は、「ふくしの保険」ホームページからダウンロードしていただくか、 

最寄りの社会福祉協議会にございます。 

② 社会福祉協議会から保険会社に報告書を FAX します。 

③ 保険会社より保険金請求手続きをご案内します。（担当者が事故報告書をもとに事故 

状況などを確認させていただき、保険金請求手続きをご案内いたします。 

④ 保険会社に保険金請求書類をご提出ください。（保険金請求に必要な書類一式をお送 

りしますので、ご記入のうえご提出ください。 

⑤ 保険金のお支払い 

事故発生日から 30 日以内に事故報告いただけない場合、保険金の全額 

または一部をお支払いできないことがありますのでご注意ください。  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

今後、そよかぜを郵送ではなく、メール受信を希望される方は、 

waka-vc@wakayamakenshakyo.or.jpまでご連絡ください。 

（ただし、PDF ファイルを添付する形になります。） 

和歌山県社会福祉協議会の最新情報は、Facebook、Instagramをご覧ください♪ 

左のQRコードより携帯電話などで読み取り、ご覧いただけます。フォローよろしくお願いします！！ 

ご寄付いただきました使用済切手やカードは、換金し、県社会福祉 

協議会を通じて社会福祉のために活用させていただきます 

（社福）和歌山つくし会 様、匿名 様 

（一社）生命保険協会 和歌山県協会 様 

岩出市社会福祉協議会 様、湯浅町社会福祉協議会 様 

（順不同） 


